
住
民
課

税
務
係

　

来
年
２
月
18
日
（
月
）
か
ら

３
月
17
日
（
月
）
の
間
に
行
わ

れ
る
確
定
申
告
で
、
介
護
保

険
の
要
介
護
４
と
要
介
護
５
の

認
定
を
受
け
て
い
る
方
、
ま
た

は
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方
は

「
特
別
障
が
い
者
控
除
」
の
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
の
特
別
障
害
が
い

者
控
除
の
対
象
者

① 

介
護
認
定
に
お
い
て
、
要

介
護
４
と
要
介
護
５
を
受

け
て
い
る
方

② 

障
害
厚
生
年
金
（
１
級
・

２
級
）
お
よ
び
障
害
基
礎

年
金
（
１
級
・
２
級
）
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方

③ 

桂
川
町
在
宅
寝
た
き
り
老

人
等
介
護
手
当
を
受
給
し

て
い
る
方

申　告
高
齢
者（
65
歳
以
上
）

の
特
別
障
が
い
者

控
除

申
請
に
必
要
な
も
の

　

①
の
介
護
認
定
を
受
け
て
い

る
方
は
、
申
請
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
確
定
申
告
の
時
に
介

護
保
険
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。

　

②
の
障
害
年
金
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
も
、
申
請
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
確
定
申
告
の
と

き
に
年
金
証
書
を
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

　

③
の
「
桂
川
町
在
宅
寝
た
き

り
老
人
等
介
護
手
当
」
を
受
給

し
て
い
る
方
は
、
申
請
が
必
要

で
す
。総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー「
ひ

ま
わ
り
の
里
」
内
の
健
康
づ
く

り
課
ま
で
印
鑑
を
ご
持
参
下
さ

い
。

※ 

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合

は
、代
理
人
の
印
鑑
（
認
印
）

も
ご
持
参
下
さ
い
。

問
合
先　

健
康
づ
く
り
課 

高
齢

者
・
女
性
係
（
☎
６
５
・
０
０

０
１
）、
住
民
課 

税
務
係
（
☎

６
５
・
１
０
７
６
）

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付

し
た
全
額
が
所
得
税
・
市
町
村

民
税
等
の
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
国

民
年
金
保
険
料
を
申
告
す
る
場

合
は
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年

金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」の
添

付
等
が
必
要
で
す
。

　
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
」は
、
11
月

上
旬
に
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付

さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
申
告
の

時
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
先　

社
会
保
険
庁　

控

除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎

０
５
７
０
・
０
０
・
９
９
１
１
）

（
11
月
１
日
～
平
成
20
年
３
月

14
日
、９
時
～
17
時
）

国
民
年
金
保
険
料
は

社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
に
な
り
ま
す

問
１　
「
社
会
保
険
料（
国
民
年

金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」に
記

載
さ
れ
て
い
る
月
分
以
外
の
保

険
料
を
12
月
31
日
ま
で
の
間
に

納
付
し
た
場
合
は
、
今
年
分
と

し
て
申
告
で
き
ま
す
か
？

答
１　

今
年
分
と
し
て
申
告
で

き
ま
す
。「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」に

記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
料
額

に
、
後
か
ら
納
付
し
た
保
険
料

額
を
合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。な
お
、後
か
ら
納
付
し
た

保
険
料
分
の「
領
収
証
書
」も
添

付
等
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
２　

家
族
の
保
険
料
を
納
付

し
ま
し
た
が
、
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
か
？

答
２　

世
帯
主
又
は
配
偶
者
と

し
て
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
場
合
は
、
納
付

し
た
方
が
そ
の
保
険
料
を
申
告

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

住
民
課

税
務
係

申　告

日 月 火 水 木 金 土
1月
2
9
16
23
30

4
11
18
25

1
8
15
22
29

6
13
20
27

7
14
21
28

5
12
19
26

3
10
17
24
31

日 月 火 水 木 金 土
12月

5
12
19
26

7
14
21
28

4
11
18
25

2
9
16
23
　　30

3
10
17
24
　　31

1
8
15
22
29

6
13
20
27

寝
具
類
の
洗
濯

サ
ー
ビ
ス
の
実
施

健
康
づ
く
り
課

高
齢
者
・
女
性
係

高齢者

図
書
館
カ
レ
ン
ダ
ー

■
は
休
館
日
で
す
。

問
合
先　

桂
川
町
立
図
書
館（
☎
６
５
・
４
９
４
６
）

　

洗
濯
サ
ー
ビ
ス
の
期
間
中
、

希
望
者
に
は
ふ
と
ん
貸
し
出
し

も
行
い
ま
す
。

対
象　

寝
た
き
り
や
虚
弱
な
高

齢
者
（
ま
た
は
、
重
度
の
身

体
障
害
者
（
児
））
の
み
の
世

帯
内
容　

掛
け
ふ
と
ん
・
敷
き
ふ

と
ん
・
毛
布
・
マ
ッ
ト
レ
ス

方
法　

洗
濯
→
乾
燥
→
消
毒

（
1
週
間
）

費
用　

1
回　

２
０
０
円

申
込
期
間　

12
月
17
日
（
月
）

～
平
成
20
年
1
月
7
日（
月
）

問
合
先　

☎
６
５
・
０
０
０
１
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